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 1.　一　般 

 1-1.施行上の義務等 
 （1）  受託者は、施行する業務の内容に応じ、現場代理人及び施行現場にお 

 ける施行の技術上の管理をつかさどる者を定め、これに従事させなけ 

 ればならない。 

 （2）  受託者は、現場代理人等を定めた時は、その旨を別紙様式により担当 

 職員へ届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 

 （3）  作業に使用する車両には、見えやすい箇所にJV名や業務名が記載され 

 た掲示板を設置すること。道路上にて作業を実施する際は、道路使用 

 許可証を掲示すること。また、当業務以外で車両を使用する際は、掲 

 示板を外すこと。 

 1-2.監督等 
 （1）  担当職員は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して常に応じ 

 た監督を行い、契約の履行を確保するものとする。 

 （2）  受託者は担当職員の監督を受け、担当職員から業務改善命令等がなさ 

 れた場合は、その補正等の措置を行なうこと。 

 1-3.施工管理一般 
 （１）業務を実施するに当たり、本業務の設計書、公園維持数量調書、街路 

 樹維持数量調書、仕様書等の確認を実施すること。内容に疑義がある 

 場合は、担当職員に確認して指示を受けること。 

 （２）業務内で実施した作業に関して、実施日・作業内容・数量について担 

 当職員に報告すること。また、月別に集計して金額を報告すること。 

 （３）設計変更の対象となる場合は、作業内容・数量を集計し担当職員と協 

 議すること。 

 （４）作業の実施等により公園維持数量調書及び街路樹維持数量調書に変更 

 が生じた際は、担当職員に報告すること。 

 （５）月に一度工程会議を実施し、各地区の現場代理人及び担当職員で、作 

 業状況及び今後の工程を確認することとする。 

 1-4.用具及び消耗品、支給品 
 （１）業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、別途定めるものを除 

 き、受託者が負担すること。 

 （２）支給品を使用する場合は、事前に担当職員に報告し、使用数量を週報 

 に記載し、業務完了時に精算を行うこと。 

 （３）支給品を保管場所から持ち出す際には、品名・数量・日付が分かるよ 

 う写真を撮影し各期の検査時に提出すること。 
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 1-5.事故木処理等緊急時の対応 
 （１）公園及び街路樹等において事故が発生した場合は、状況に応じて速や 

 かに処置することとする。 

 （２）応急処置については、昼間・夜間をつうじて、本市担当職員又は本業 

 務受託業者がおこなうこととする。 

 1-6.災害発生時の対応 
 （１）気象災害に備え、日頃から気象情報の収集に努めること。特に、台風 

 接近時や暴風警報、暴風雪警報等の発表時には、緊急巡視や被災箇所 

 の応急処置を速やかに実施できるように体制を整えておくこと。 

 （２）災害発生時等において、緊急の処置が必要な事象が認められた場合、 

 担当職員の指示を待たずに処置を実施できることとするが、その後担 

 当職員に被災状況及び対応状況の報告を遺漏なく行うこと。 

 （３）被災があった箇所全ての記録写真を残すよう努めること。 

 　 

 1-7.使用する仕様書等 
 （１）業務の施工は、業務内容により下記の仕様書等に基づき実施するこ 

 と。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けるこ 

 と。 

 ○  札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書 

 ○  特記仕様書（厚別区） 

 ○  札幌市土木工事共通仕様書（以下、札土仕とする） 

 ○  札幌市土木工事標準設計図集（以下、札土標とする） 

 ○  札幌市造園工事標準図（以下、札造標とする） 

 （２）参考資料 

 ○  伐木作業者安全衛生必携-安衛則第36条第8号に掲げる業務特別教育用 

 テキスト＜大径木等伐木作業用＞（平成19年8月改訂林業・木材製造 

 業労働災害防止協会） 

 ○  かかり木処理作業の安全（平成19年4月林業・木材製造業労働災害防 

 止協会） 

 ○  造園安全衛生管理の手引き（札幌市造園緑化建設業協議会） 
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 ２.　管　理 

 2-1.安全管理 
 （１）業務着手後に特定共同企業体の構成員が参加し安全大会を実施するこ 

 と。 

 （２）作業実施前に作業員全員でミーティングを開催し、作業手順や安全管 

 理、作業員の健康状態、その他注意事項等を確認すること。その内容 

 について、実施状況の写真及び確認内容を各期の検査時に提出するこ 

 と。 

 （３）草刈や夏季剪定・冬季剪定等の作業に入る前には、作業員全員の参加 

 による安全管理に関する研修・訓練等を実施すること。その内容につ 

 いて、実施状況の写真及び研修・訓練内容を各期の検査時に提出する 

 こと。 

 （４）作業員は作業に適した保護具を身に着けること。 

 （５）道路上作業を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設の設置や 

 交通誘導警備員を配置し、危険防止に努めること。その内容につい 

 て、実施状況の写真を各期の検査時に提出すること。また道路使用許 

 可条件を遵守すること。 

 （６）歩行者や自転車の通行時には、交通誘導警備員または作業員により通 

 行の安全を確保すること。 

 （７）高所作業を実施する場合は、安全帯等を着用し転落防止措置を必ず講 

 じること。梯子や脚立を使用する際は、転倒防止措置を講じること。 

 （８）剪定や伐採等の高所作業時に、剪定枝や伐採枝を下方に落とす場合 

 は、周辺の状況を確認し安全が確認されてから実施すること。 

 （９）現場の状況等により、交通誘導警備員数に増減が生じた場合は双方で 

 協議し、後日配置の報告書等を担当職員に提出すること。 

 （１０）剪定や伐採等の作業時は、労働安全衛生規則等の諸法令を順守する 

 こと、さらに、参考資料等を基に安全管理の教育を実施すること。 

 （１１）北電やNTT等の架空線付近で剪定や伐採等の作業を実施する際は、 

 切断及び破損しないよう十分注意すること。作業が困難な場合は保護 

 カバー等を設置すること。 

 （１２）上記の安全管理について、現場代理人・主任技術者が監督し、事故 

 が発生しないよう安全に作業を実施すること。 
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 2-2.建設副産物の取扱い 
 　　　  建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の処理にあたっては、仕様書に 

 規定する事項のほか、次によるものとする。 

 （1）  産業廃棄物管理票（マニフェスト）の扱い 

 請負者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者 

 等と緊密に連絡を取合いながら下記手順によりマニフェストで確認し、最 

 終処理完了後、担当職員にE票（竣工時に間に合わない場合はD票）の写し 

 と計量伝票を提出すること。 

 （マニフェストの管理手順） 

 ①排出事業者は、運搬車両ごと、廃棄物の処理ごとにマニフェスト（A、B1 

 、B2、C1、C2、D、E票）に必要事項を記入し、収集運搬業者に交付する。 

 ②収集運搬業者は、廃棄物を受け取ったすべてのマニフェストに運転者氏名 

 を記入し、A票を排出事業者に返す。 

 ③収集運搬業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票を廃棄物とともに処理施設まで 

 持参し、運搬終了日を記載して処理業者に渡す。 

 ④処理業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票に必要事項を記入し、B1、B2票を収 

 集運搬業者に返す。 

 ⑤収集運搬業者は、B1票を自ら保管し、運搬終了後10日以内にB2票を排出事 

 業者に返送する。 

 ⑥処理業者は、処分終了後C1、C2、D、E票に処分者氏名及び処分終了日を記 

 載し、C1票を保管すると共に、C2票を処分終了後10日以内に収集運搬業者 

 に返送する。 

 ⑦処理業者は、D票を処分終了後10日以内に排出事業者に返送する。 

 ⑧処理業者は、委託を受けた廃棄物の処理残渣について廃棄物として他者に 

 最終処分を委託する場合、当該廃棄物についての排出事業者としてマニ 

 フェスト（2次マニフェストA’～E’票）を交付する。 

 ⑨  処理業者は、委託した全ての廃棄物の最終処分が終了した報告（交付した2次マニ 

 フェストのE’票の返送を受けた場合）を受けた場合、E票に必要事項を記入する。 

 ⑩処理業者は、2次マニフェストのE’票の受領の日から10日以内にE票を排 

 出事業者に返送する。 

 ※マニフェストは5年間保管すること。 

 （２）刈草や落葉、剪定枝、伐採木については、特に担当職員に指定された場 

 合を除き、本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。 

 （３）草刈で発生した刈草や剪定枝、清掃Cで発生した落葉等を処分する際 

 は、出来るだけゴミが混在しないように注意すること。 

 （４）建設発生土が生じた場合は、小規模な場合は現場内流用を基本とする。 

 但し、土量が大規模になった場合や、現場内流用が困難と判断される場 

 合については、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定 

 すること。 
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 （５）その他の建設副産物（建設廃棄物等）の処理方法について、担当職員と 

 協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定すること。 

 （６）建設副産物を運搬する際は、過積載とならないよう注意し、積載物の飛 

 散防止措置を確実に実施すること。また、各施設への搬入状況の写真を 

 各期の検査時に提出すること。 

 （７）産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に表示を行うこと。（廃棄物 

 の処理および清掃に関する法律施行令の改正に伴う義務） 

 （８）巡回等により不法投棄物（自転車・家電製品・タイヤ・大型ごみ・その 

 他処理が困難なもの）を発見した場合は、担当職員と協議のうえ、運搬 

 先となる処理施設を決定すること。 

 （９）町内会への管理委託公園において、担当職員からの指示があった場合 

 は、草刈・清掃作業により発生した刈草等を市の指定する処理場へ搬入 

 すること。 
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 ３．公　園 
 3-1.公園維持管理作業 

 対象箇所及び実施回数等については、公園維持数量調書（各地区）に示され 

 た内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協 

 議すること。 

 3-2.公園清掃 
 　  （１）作業区分は下記とする。 

 　　・清掃A　拾い集め型清掃 

 　　・清掃B　春1回目の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃 

 　　・清掃C　秋の落葉等の拾い集め及び掃き型清掃（公園周囲の道路上も実 

 施すること） 

 　（２）作業日は下記とする。 

 ・清掃A（年14回）　  5月初週から10月最終週まで  の隔週月曜日 

 　　・清掃B（年1回）　　原則として  4月末日まで 

 （雪解け状況により対応、担当職員と協議すること） 

 　　・清掃C（年2～3回）　  10月中旬 ～ 11月末日まで 

 （落葉の状況により対応、担当職員と協議すること） 

 　　※作業日が祝日または荒天等により作業が困難な場合はその翌日とする。 

 （３）樹林地系の公園緑地においては、落枝等により園路が塞がらないよう 

 日頃から注意すること。 

 3-3.公園草刈 
 （１）実施回数は公園維持数量調書（各地区）を参考とすること。 

 （２）実施時期は担当職員と協議の上、工程表を提出すること。 

 （３）機械にて草刈を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設を設置 

 すること。また、小石・ゴミ等の飛散防止措置を必ず講じること。 

 （４）樹木や株物、公園施設等周辺では傷つけないよう手刈り等を実施する 

 こと。 

 （５）地域行事等により作業時期の変更が必要な場合は担当職員の指示によ 

 ること。 

 3-4.生垣刈込 
 （１）実施時期は担当職員と協議すること。 

 （２）作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。 

 3-5.寄植刈込 
 （１）実施時期は担当職員と協議すること。 

 （２）枝の密生した個所は、中すかしを実施すること。ただし、原形を十分 

 考慮し、樹冠周縁の小枝で輪郭線を作りながら刈り込むこと。 

 （３）枝・幹が密植しすぎるもの及び古くなったものは、切り戻しを実施す 

 ること。 
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 3-6.トラフ・桝清掃 
 （1）  清掃後、蓋を確実に戻して段差等が無いよう確認すること。グレーチ 

 ング蓋(トラフ)については、蓋同士が結束されているか確認するこ 

 と。 

 （2）  公園の巡視点検にて内部のゴミ・落葉等の堆積状況を確認し、担当職 

 員に報告し清掃実施の指示を受けること。実施時期は担当職員が指示 

 した期間内に実施すること。 

 3-7.公園樹木剪定 
 （1）  剪定の樹形・実施時期等については、担当職員と立会して指示を受け 

 ること。 

 （2）  担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針　平成28年 

 12月みどりの推進部編によるものとする。 

 （3）  作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。 

 3-8.支柱管理 
 （１）支柱取付とは、樹木植栽に使用するものである。札造標に基づき作業 

 すること。 

 （２）支柱補修とは、支柱を原形に復旧するものである。札造標に基づき作 

 業すること。 

 （３）支柱結束とは、古いしゅろ縄、杉皮を取り除いて結束をし直すもので 

 ある。札造標に基づき作業すること。 

 （４）樹木の幹が成長してしゅろ縄がくい込んでいる場合は結束をし直すこ 

 と。ただし、支柱が不要と判断される場合は速やかに撤去すること。 

 結束部の杉皮等も除去すること。 

 3-9.石積補修 
 既存部分との接目の付着には十分注意すること。 

 3-10.樹木施肥 
 （1）  樹木肥料打ち込みについては、担当職員の指示によること。 

 （2）  樹木施肥の施行方法は、輪肥又はつぼ肥とし、樹冠先端付近に深さ20 

 ㎝程度の溝又は穴を掘り、所定の肥料を敷き込み覆土すること。つぼ 

 肥の場合の施肥穴数は、高木で6ヶ所、低木で3ヶ所を標準とする。 

 3-11.樹木伐採 
 （1）  枝葉のある時期に行なうもので、原則として地際で切断することと 

 し、公園利用者の支障（躓き等）とならないよう処理すること。 

 （2）  チェンソーを使用し、後片付けを含む。 

 （3）  伐採後の切株が腐朽により穴が開いている場合は、客土をして埋める 

 こと。 
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 3-12.樹木抜根 
 （1）  主に枯木処理を行うもので、後片付けを含む。 

 （2）  出来る限り根は取り除くようにし、抜根跡の穴は埋め戻して整地する 

 こと。 

 3-13.花壇管理 
 （1）  植込み時に十分なかん水を行なうこと。 

 （2）  除草は抜き取り除草を基本とし、除草後は均し及び清掃を行なうこ 

 と。 

 3-14.広場整正 
 （1）  不陸均しを行い、赤土、石粉を入れ敷均し転圧をすること。 

 （2）  耕運砕土整地は、広場及び植栽地盤造成等に使用すること。 

 3-15.砂場管理 
 （1）  砂場整正は全ての砂場において5月中旬までに実施する。ただし、気象 

 条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。掘 

 り起しの深さは20㎝とし、十分に撹拌させること。 

 （2）  砂場清掃の際は、内部にゴミ・ガラスの破片・石・動物の糞等が混入 

 していないか確認し除去すること。 

 （3）  砂購入の前に砂補給量を調査し、担当職員へ報告・承諾を得て搬入量 

 を決定すること。 

 （4）  補給厚は担当職員の指示によること。 

 （5）  補給量の確認ができる写真管理を行うこと。 

 （6）  砂はコンクリート用洗い砂とし、補給前に砂場清掃を実施すること。 
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 3-16.遊具冬囲い設置・撤去 
 （1）  設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させるこ 

 と。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協 

 議すること。 

 （2）  ブランコの吊席は、まき上げて梁にわら縄で縛りつけること。バスケッ 

 ト型の吊席は本体から外し、厚別区土木センターに搬入すること。 

 （3）  シーソーの座板は、梁から取り外して地面に下ろした状態で支柱にわ 

 ら縄で縛りつけること。 

 （4）  鉄棒は、使用禁止テープ・禁止札を巻きつけること。設置方法は、担 

 当職員から指示を受けること。 

 （5）  ターザンロープ・レールランナー等の滑走系遊具は、動かないように 

 支柱等に固定し、わら縄等で縛りつけること。 

 （6）  チューブスライダーの入口は、入ることが出来ないように板等でふさ 

 ぎ、外れないように固定すること。 

 （7）  園名板の板面を外す場合は、動かないように公園内のフェンス等に縛 

 り付けること。フェンスが無い場合は、保管場所を担当職員から指示を 

 受けること。 

 （8）  冬期間、公園への雪入れ及び積雪により破損の恐れのある公園施設が 

 ある場合は、担当職員と協議すること。 

 （9）  公園に隣接する建物からの落雪等で公園利用者に危険な箇所がある場 

 合は、担当職員と協議すること。 

 （10）  遊具の冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に遊具を使 

 用して異常が無いか簡易な点検を実施すること。問題が無い場合は冬囲 

 いを撤去する。 

 （11）  遊具に破損・異常がある場合は、担当職員に速やかに報告し、 

 使用禁止措置を実施すること。後程、状況写真を提出すること。 

 3-17.水飲み台冬囲い設置・撤去 
 （１）設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させるこ 

 と。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協 

 議すること。 

 （２）水飲み台本体の囲い方については、担当職員の指示によること。 

 （３）冬期間の水道の凍結防止のため、水道メーターや散水栓の水落としは 

 確実に実施し、写真で撮影すること。 

 （４）冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に使用して異常が無い 

 か、簡易な点検を実施すること。 

 3-18.防護ネット・マットの設置・撤去 
 （1）  冬季間、スキー山からの滑り降り等で危険な箇所がある場合は、防護 

 ネット等の設置・撤去を行うこと。 

 （2）  設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させるこ 

 と。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協 

 議すること。 
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 3-19. 積雪に関連する事故や公園施設損傷の防止 
 （１）落雪による事故防止や施設保護のため、四阿等の屋根付き休養施設の 

 雪下ろしを行うこと。特に周辺に施設や樹木がある場合は雪下ろし作 

 業で損傷させてしまわないよう注意すること。 

 （２）鉄棒について、各間ともに握り棒が雪面に埋まらない状態にするこ 

 と。 

 （３）その他必要に応じて積雪からの公園施設保護作業を実施すること。 

 （４）雪遊びの跡や融雪期における施設周辺など、人が生き埋めになってし 

 まう恐れがある箇所については速やかに埋めること。 

 （５）公園樹木の枝等に積もった雪が、公園敷地の内外を問わず人の通行の 

 ある場所へ落雪する恐れがある場合は、速やかに雪を下すこと。 

 （６）上記作業について、後から実施状況が確認できるよう写真管理を行う 

 こと。 

 3-20.カラスの巣撤去 
 （1）  撤去は、高所作業となるため、安全帯やヘルメット等を着用し防護対 

 策を怠らないこと。さらに、親鳥が威嚇・攻撃をしてくる場合も考え 

 られるため周辺の安全確保にも注意すること。 

 （2）  作業完了後、撤去状況及び撤去数等を書面にて担当職員に報告するこ 

 と。 

 （3）  カラスの巣・卵の撤去及びヒナを捕獲する際は、捕獲許可書を得た者 

 が実施すること。さらに、捕獲許可書及び腕章も携帯すること。 

 3-21.遊水施設の巡視・清掃 
 （１）遊水施設の開始前に施設の点検を実施すること。不具合を確認した場 

 合は、速やかに担当職員に報告し、指示により対応すること。 

 （２）閉鎖の際には、遊水施設の設備・機器等から水が抜けたことを確認す 

 ること。 

 （３）各公園別の特記事項は「7.地区別特記事項」による。 

 3-22.照明灯修繕 
 （1）  仕様及び使用部品は、札土仕、札造標によること。 

 （2）  架空配線で10A以下の使用時は、自動点滅器を北電柱に取り付ける 

 が、この場合、自動点滅器は北海道電力㈱の支給品となるので注意する 

 こと。 

 3-23.テニスコートネット設置撤去 
 （１）開放期間は  4月下旬から11月上旬まで  とする。ただし、気象条件等に 

 より変更する場合があるので、実施日については必ず担当職員と協議 

 すること。 

 （２）開放時にはテニスコート内の清掃を入念に実施し、プレーに支障がな 

 い状態に整備すること。 
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 3-24.駐車場ゲート管理 
 　各公園別の特記事項は「7.地区別特記事項」による。 

 3-25.パークゴルフ場管理 
 各公園別の特記事項は「7.地区別特記事項」による。 
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 ４．街　路　樹 
 4-1.街路樹維持管理作業 

 対象路線及び実施回数等については、街路樹維持数量調書（各地区）に示さ 

 れた内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と 

 協議すること。 

 4-2.植樹桝、緑地帯清掃 
 拾い集め及び掃き型清掃を基本とし、現場条件等からこれによりがたい場合 

 は担当職員と協議の上対応すること。 

 　　・年3回　花壇としての利用がされていない箇所 

 　　・年2回　花壇としての利用がされている箇所 

 4-3.街路樹剪定 
 （１）担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針　平成28年 

 12月　みどりの推進部編によるものとする。 

 （２）剪定実施にあたっては、作業内容及び注意事項、保安施設設置予定図 

 面、作業工程表を作成し、担当職員に提出すること。作業予定に大き 

 な変更がある場合は担当職員に報告すること。 

 （３）剪定の樹形は、見本切りを実施し、担当職員と立会して指示を受ける 

 こと。剪定の強さは、周辺施設等の立地状況を考慮すること。 

 （４）剪定作業を実施する前に、当該樹木の樹勢の確認を行い枯損・危険等 

 の有無を判断すること。判断が困難な場合は、担当職員から指示を受 

 けること。 

 （５）作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。 

 （６）植樹桝・緑地帯に植え込まれている花苗等に考慮し作業を実施するこ 

 と。 

 4-4.ヤゴ取り 
 （1）  剪定鋏等により、根元から除去し、切り口は手で触れても危なくない 

 ようにすること。 

 （2）  対象樹種はニセアカシア、プラタナス、ネグンドカエデ、ポプラ類等 

 の早生樹種を基本とする。ただし、その他の樹種については、道路・ 

 歩道の通行等に支障となる場合は、担当職員と協議して実施するこ 

 と。 

 4-5.寄植刈込 
 （１）枝の密生した個所は、中すかしを実施すること。ただし、原形を十分 

 考慮し、樹冠周縁の小枝で輪郭線を作りながら刈り込むこと。 

 （２）枝・幹が密植しすぎるもの及び古くなったものは、切り戻しを実施す 

 ること。 
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 4-6.支柱管理 
 （１）支柱取付とは、樹木植栽に使用するものである。札造標に基づき作業 

 すること。 

 （２）支柱補修とは、支柱を原形に復旧するものである。札造標に基づき作 

 業すること。 

 （３）支柱結束とは、古いしゅろ縄、杉皮を取り除いて結束をし直すもので 

 ある。札造標に基づき作業すること。 

 （４）樹木の幹が成長してしゅろ縄がくい込んでいる場合は結束をし直すこ 

 と。ただし、支柱が不要と判断される場合は速やかに撤去すること。 

 結束部の杉皮等も除去すること。 

 4-7.植樹桝・緑地帯草刈 
 （１）実施回数は年３回とする。 

 （２）実施時期は担当職員と協議の上、工程表を提出すること。 

 （３）機械にて草刈を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設を設置 

 すること。また、小石・ゴミ等の飛散防止措置を必ず講じること。 

 （４）樹木や株物、道路施設等を傷つけないよう手刈り等を実施すること。 

 （５）樹木に傷を付けた場合は、担当職員に報告の上、傷口からの腐朽の防 

 止のため殺菌剤の塗布等の処理を行うこと。 

 （６）植樹桝・緑地帯に植え込まれている花苗等に考慮し作業を実施するこ 

 と。 

 4-8.人力除草 
 （１）土のやわらかい時に、ヘラや鎌を使って手で根ごと抜き取ること。抜 

 き取った雑草は速やかに処理し、除草後は清掃を行うこと。 

 4-9.植樹帯すき取り 
 すき取りは、担当職員の指示による。 

 4-10.樹木補植 
 （１）樹木植栽は札造標に基づき作業すること。 

 （２）植栽する樹木の樹種・規格・支柱については、担当職員の指示による 

 こと。 

 （３）植栽場所については、歩道幅員・交差点からの離隔距離・植栽間隔・ 

 他の工作物との離隔距離等、現場条件に制約があるため、担当職員と 

 協議をして決定すること。なお、現場状況に応じて、補植の予告看板 

 を事前に設置することもあるため、担当職員から指示を受けること。 
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 4-11.桝花壇用花苗配布 
 （1）  町内会等に、指定された花苗数を指定日に、指定場所に配達するこ 

 と。詳細は、担当職員から別途指示を受けること。 

 （2）  配達した際には、配達した花苗の写真撮影し、受取人の確認印または 

 サインをもらい、納品伝票とあわせて担当職員に提出すること。 

 （3）  花苗の種類は、サルビア・インパチェンス・アゲラタム・マリーゴー 

 ルド・ペチュニア・ベゴニアとする。 

 （4）  花苗は、病虫害等の被害のない発育良好なもので、φ9cmポリポット入 

 りとし、担当職員の指示により配布すること。 

 4-12.その他路線別の特記事項 
 各路線別の特記事項は「7.地区別特記事項」による。 
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 ５．巡　視　等 

 5-1.巡視点検一般 
 （１）緊急性のあるもの（施設の破損や利用者に危険を及ぼすもの）を発見 

 した場合は、直ちに応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に 

 報告し指示を受けること。 

 （２）点検結果については、異常の有無にかかわらず、別紙様式により担当 

 職員に提出すること。 

 （３）巡視点検以外で、荒天・警報発令等により担当職員から指示のあった 

 場合は、速やかに巡視点検を実施し、その結果を別紙様式により担当 

 職員に提出すること。なお、緊急点検を実施する箇所については、担 

 当職員より指示を受けること。 

 （４）巡視点検の報告書に添付する写真管理基準は下記とする。公園名もし 

 くは路線名、巡視点検実施日が確認できるよう撮影すること。 

 ・公園施設巡視点検 

 異常箇所及び危険箇所がある場合は全公園、該当箇所 

 ない場合は5公園毎に1箇所、園名板もしくは公園全景 

 ・街路巡視点検 

 異常箇所及び危険箇所がある場合は全路線、該当箇所（ただし、路線 

 全体で異常がある場合は代表箇所とする。） 

 ない場合は5路線毎に1箇所、路線全景 

 （５）通常の維持管理作業中においても、巡視点検項目を意識し、公園及び 

 街路のチェックを実施すること。 

 5-2.夏季公園巡視（定期点検） 
 （１）定期点検の目的 

 公園内における事故を事前に予防し、利用者等の安全を確保するととも 

 に、施設劣化状況の程度と内容を正確に把握することにより施設の計画 

 的な保全・更新、維持管理作業を行うための基礎データとすることを目 

 的とする。 

 （２）点検の視点 

 (1)  安全性の確認（施設の劣化・破損、見通しの確保等） 

 (2)  機能の保全（消耗、劣化した部材の交換、排水機能の確認等） 

 (3)  劣化状況等の施設情報の収集・記録 

 (4)  衛生状態や快適性の確認（落書き・汚物等による汚損等） 

 (5)  周辺施設に対する影響の確認（越境枝、排水処理等） 

 なお、本件点検シートに定める点検のうち遊具本体に係るものについ 

 ては、部材の摩耗や劣化、接合部のゆるみ等を市民目線で確認すること 

 を主眼としており、「遊具の安全に関する規準JPFA-S2008」に定める規 

 準への適合確認は、別途「遊器具等維持管理業務」を発注している。 
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 （３）点検の種類 

 点検の種類  目的と内容  頻　度  実 施 者 

 日常点検 

 主として施設の外観を目視する 

 ことにより、異常の有無を確認 

 する。 

 町内会委託…清掃・草刈時の巡 

 視 

 業者委託…清掃・草刈等時の点 

 検 

 厚)土木部…土木管理員の点検、 

 係員の苦情対応時の点 

 検 

 2週に1回程度 

 （厚)土木部は 

 適宜） 

 地元住民 

 業務委託者等 

 本市職員 

 夏季巡視点 

 検 
 （今回の業 

 務） 

 公園施設の劣化状況、安全性の 

 欠如、異常の有無、公園周辺へ 

 の支障の有無等について確認す 

 ることを目的として実施する 

 年2回  業務受託者 

 （   ４）定期点検の実施 

 (1)  使用禁止措置など緊急の対応が必要な施設を発見した場合、報告書 

 の提出を待たず、担当職員に事前報告をすること。この場合、担当 

 職員と対応について協議し、事故防止及び利用者サービスの観点か 

 ら速やかな対応に努めること。 

 (2)  定期点検の結果報告は、様式41・様式42により担当職員に速やかに 

 報告すること。また様式42は、  ２回目は前回の上書きを提出するこ 

 と。 

 (3)  報告等に当たり、必要に応じて写真や図面を添付すること。 

 (4)  協議の上、指定以外の書式により結果報告することもできる。 

 （５）実施回数と時期 

 実施回 
 実施時期 

 点検の主なねらい 
 提出期日 

 第１回 
 ４月下旬  積雪による施設損傷等に対する安全確認、その 

 他各種施設機能の確認  ５月10日頃 

 第２回 
 ７月下旬  夏休み期間の利用増に備えた遊具等の安全確保 

 及び樹木繁茂期を迎え強風に備えて樹木を確認  ８月10日頃 
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 （６）判定方法 

 　　　各点検項目について、次の５段階で判定する。 

 　　Ａランク：健全、異常なし 

 　　Ｂランク：比較的健全、一部に異常があるが取り立てて問題はない 

 　　Ｃランク：経過観察が必要 

 　　Ｄランク：早急に補修・修繕が必要、早急に対応が必要 

 　　Ｅランク：使用禁止措置、立入り禁止措置、緊急のため処理済 

 　　―　　　：該当施設等がない場合 

 （７）点検業務の留意点 

 　　　点検作業にあたっては、以下の点に配慮して行なうこと。 

 (1)  過去の事故事例などを踏まえて、事故につながる危険性のあるポイント 

 を特に重点的に点検する。 

 (2)  点検を円滑に行なうために要注意箇所、巡回のルート・順番を予め決め 

 ておく。 

 (3)  施設の点検とともに、公園の利用形態、主な利用者の属性（年齢層）、 

 施設の配置等に配慮し、公園全体の安全確認を心がける。 

 (4)  施設には、金属類・木質類・プラスチック系材料・繊維系材料など、 

 様々な材質の部材が使用されており、それぞれの特性に応じた点検を行 

 なう。 

 5-3.冬季公園巡視 
 （１）冬季公園巡視の目的 

 公園内における積雪や雪入れの状況を把握し、これに起因する事故を事 

 前に予防し、利用者等の安全確保及び公園施設の保全のため実施する。 

 （２）巡視の実施 

 (1)  巡  視  に  当  た  り  「  3-19.  積  雪  に  関  連  す  る  事  故  や  公  園  施  設  損  傷  の  防  止」 

 に基づき、適切な現場処置を実施すること。 

 (2)  冬季巡視の結果報告は、様式41・様式43により担当職員に速やかに 

 報告すること。 

 (3)  報告等に当たり、必要に応じて写真や図面を添付すること。 

 (4)  協議の上、指定以外の書式により結果報告することもできる。 

 （３）実施回数と時期 

 　・融雪期（昼間）　3月（年1回；15日～31日まで） 

 ・厳冬期（昼間）　1～3月に1回/月（年3回；3月は1日～14日まで） 

 ※具体的な実施時期は積雪状況を見ながら、担当職員と協議の上決定す 

 ること。 

 5-4.街路巡視点検 
 （１）全路線を対象に順次点検を実施すること。実施時期は年12回（1回／ 

 月）とする。なお、3月は15日～31日までに1回とする。 

 （２）街路巡視点検の結果報告は、様式44により担当職員に月報とともに報 

 告すること。別途担当職員から指示があった場合は、路線毎にチェック 

 リスト（様式45）を作成し提出すること。 

 （３）協議の上、指定以外の書式により報告することもできる。 
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 ６．様　式 

 ・様式４１　　公園巡視報告書 

 ・様式４２　　公園施設点検シート（夏季巡視用） 

 ・様式４３　　冬期公園巡視チェックリスト（冬季巡視用） 

 ・様式４４　　街路樹巡視点検報告書 

 ・様式４５　　街路巡視チェックリスト 
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 ７. 南地区特記事項 
 7-1東部緑地パークゴルフ場管理 

 （１）東部緑地パークゴルフコースの開放期間は、融雪状況を考慮し、４月中 

 ごろに決定する。秋のクローズ後に、芝のエアレーション及び目土を計 

 画すること。 

 （２）開放期間に合わせて、駐車場のゲート管理を行うこと。開放時間は毎 

 日、午前７時～午後６時とする。 

 1.  指定された期間及び日時について行うこと。 

 2.  長期間の駐車等、放置車両と思われる車両がある場合は、業務員に報告 

 すること。 

 3.  週間報告書を毎週の総合維持管理業務の週報とともに報告・提出するこ 

 と。 

 （３）その他担当職員の指示によること。 

 7-2.科学館公園キラ★キラ広場歩渉池の維持管理及び巡視 
 （１）本業務の期間は、７月１日から８月３１日までの６２日間とし時間は 

 9:30から16：30までとする。毎週、それ以外の期間では隔週で火曜日を 

 休止日とし、（３）の通り清掃を行うこと。 

 （２）維持巡視業務の内容は、下記のとおりとする。 

 1.  毎日、利用開始時間前及び午後１時ごろに巡視を行い、併せて施設の点 

 検・清掃を行うこと。特にガラスの破片などの危険物及び水中浮遊物な 

 どは完全に取り除くこと。 

 2.  施設等に利用の支障を生じた場合及び利用者に事故が起こった場合は至 

 急、業務員に報告すること。 

 3.  残留塩素濃度基準値（0.4mg/L～1.00mg/L）を保つために、濃度測定を 

 行い、必要であれば塩素剤を補充すること。 

 4.  利用者の指導・整理を行い、危険な行動があれば注意指導をすること。 

 5.  天候等により短縮、又は中止にする必要がある場合は、業務員と協議し 

 指示を受けること。 

 （３）清掃業務 

 業務期間中、休止日に合わせて週１回あるいは隔週１回、ブラシ掛けに 

 て清掃を行い、施設に付着した物や土砂類を除去すること。 

 （４）業務巡視日報及び週報を作成し、休日の翌日に提出すること。 

 （５）開放期間開始前及び終了後に、冬囲いフェンスの撤去及び設置をするこ 

 と。 

 （６）その他担当職員の指示によること。 



 7-3.上野幌西公園徒渉池の維持管理及び巡視 
 （１）本業務の期間は、７月１日から８月３１日までの６２日間とし時間は 

 9:30から16:30までとする。 

 （２）維持巡視業務の内容は、下記のとおりとする。 

 1.  毎日、利用開始時間前及び午後１時ごろに巡視を行い、併せて施設の　 

 点検・清掃を行うこと。特にガラスの破片などの危険物及び水中浮遊　 

 物などは完全に取り除くこと。 

 2.  施設等に利用の支障を生じた場合及び利用者に事故が起こった場合は至 

 急、業務員に報告すること。 

 3.  利用者の指導・整理を行い、危険な行動があれば注意指導をすること。 

 4.  天候等により短縮、又は中止にする必要がある場合は、業務員と協議　 

 　　　し指示を受けること。 

 （３）清掃業務 

 業務期間中、徒渉池は週１回、本施設閉鎖後にブラシ掛けにて清掃を行 

 い、施設に付着した物や土砂類を除去すること。 

 （４）業務巡視日報及び週報を作成し、休日の翌日に提出すること。 

 （５）その他担当職員の指示によること。 

 7-4.南郷通中央分離帯のニセアカシアの管理について 
 （１）樹高、枝張 

 樹高を約13m、枝張を約5mとして維持管理すること。 

 （２）支柱管理 

 　　　現状の四脚鳥居支柱を基本とし維持管理するが、樹木結束の補修はしな 

 いこととする。なお、結束しないことによる樹木の揺れで接触障害があ 

 る場合は支柱に対するクッション材等の設置を担当職員と協議の上検討 

 対応することとする。また、ディックウッド（擬木）支柱の耐用期間は 

 現状を維持するが、その後支柱を撤去した後の管理については、担当職 

 員と協議の上個別に決定することとする。 

 （３）その他担当職員の指示によること。 



内訳書の表記について

● 設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

・ 工事番号 → 業務番号

・ 工事名 → 業務名

・ 工事区分 → 業務区分

・ 直接工事費 → 直接業務費

・ 純工事費 → 純業務費

・ 工事原価 → 業務原価

・ 工事価格 → 業務価格

・ 工事費計 → 業務委託料

札幌市





摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務(南地区)【公園 当　  初 公園緑地整備･改修

 編】 公園・街路樹等維持管理

公園・街路樹等維持管理

        1    式

　標準作業

　

　         1    式

　　清掃・草刈

　　

　　         1    式

　　　清掃

　　　

　　　         1    式 内-1号

　　　草刈

　　　

　　　         1    式 内-2号

　　樹木管理

　　

　　         1    式

　　　下枝・支柱・薬剤

　　　

　　　         1    式 内-3号

　　　低木等管理

　　　

　　　         1    式 内-4号

　　　高木剪定

　　　

　　　         1    式 内-5号

　　　伐採

　　　

　　　         1    式 内-6号

　　　抜根

　　　

　　　         1    式 内-7号

　　　樹木冬囲い

　　　

　　　         1    式 内-8号

                                  札幌市- 1 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務(南地区)【公園 当　  初 公園緑地整備･改修

 編】 公園・街路樹等維持管理

　　施設管理

　　

　　         1    式

　　　砂場・広場等

　　　

　　　         1    式 内-9号

　　　照明灯

　　　

　　　         1    式 内-10号

　　　巡視点検

　　　

　　　         1    式 内-11号

　　　施設冬囲い

　　　

　　　         1    式 内-12号

　　鳥獣対応

　　

　　         1    式

　　　カラス・ハチ

　　　

　　　         1    式 内-13号

　区特有作業

　

　         1    式

　　樹木管理

　　

　　         1    式

　　　樹木植栽等

　　　

　　　         1    式 内-14号

　　施設管理

　　

　　         1    式

　　　遊水路管理

　　　

　　　         1    式 内-15号

                                  札幌市- 2 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務(南地区)【公園 当　  初 公園緑地整備･改修

 編】 公園・街路樹等維持管理

　　　パークゴルフ場管理

　　　

　　　         1    式 内-16号

　　廃棄物処理

　　

　　         1    式

　　　廃棄物処理費

　　　

　　　         1    式 内-17号

直接工事費

        1    式

共通仮設費

        1    式

　共通仮設費（率計上）

　

　         1    式

純工事費

        1    式

　現場管理費

　

　         1    式

工事原価

        1    式

　一般管理費等

　

　         1    式

工事価格

        1    式

消費税等相当額

        1    式

                                  札幌市- 3 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務(南地区)【公園 当　  初 共通仮設費

 編】 共通仮設費

工事費計

        1    式

                                  札幌市- 4 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

清掃

2025.11
第  1号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

清掃Ａ 週１回程度の清掃　拾い集め型

1000m2     3,110    単－   1号

清掃Ｂ 春１回目の清掃　拾い＋掃き

1000m2       259    単－   2号

清掃Ｃ 秋の清掃　拾い＋掃き

1000m2       415    単－   3号

Ｕ型側溝除芥清掃

m        62    単－   4号

放置ゴミ回収 家電・自転車・タイヤなど

回         2    単－   5号

ゴミ袋回収 40L

袋       300    単－   6号

ゴミ袋回収 10L

袋        30    単－   7号

桝清掃(人力清掃工) 蓋有　25cm以上

箇所        56    単－   8号

        合  計

                                  札幌市- 1 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

草刈

2025.11
第  2号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

草刈りＤ 急斜面　刈払機　片付含む

100m2       853    単－   9号

草刈りＥ 草丈10cm前後　ロータリーモア　片付含む

100m2     4,670    単－  10号

        合  計

                                  札幌市- 2 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

下枝・支柱・薬剤

2025.11
第  3号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

樹木下枝取り

本         1    単－  11号

        合  計

                                  札幌市- 3 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

低木等管理

2025.11
第  4号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

生垣刈込B 0.75≦H＜1.5m　片付含む

m     1,010    単－  12号

藤棚剪定

m2        10    単－  13号

        合  計

                                  札幌市- 4 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

高木剪定

2025.11
第  5号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

公園樹木剪定A 30＜C≦60cm　人力　片付含む

本         1    単－  14号

公園樹木剪定B 60＜C≦90cm　人力　片付含む

本         1    単－  15号

公園樹木剪定C 90＜C≦105cm　人力　片付含む

本         1    単－  16号

公園樹木剪定D 105＜C≦120cm　人力　片付含む

本         1    単－  17号

公園樹木剪定E 120＜C≦150cm　人力　片付含む

本         1    単－  18号

公園樹木剪定F 8.0＜H≦12.0m　高所作業車使用　片付含む

本         1    単－  19号

公園樹木剪定G 12.0＜H≦18.5m　高所作業車使用　片付含む

本         1    単－  20号

公園樹木剪定H 18.5＜H≦23.0m　高所作業車使用　片付含む

本         1    単－  21号

        合  計

                                  札幌市- 5 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

伐採

2025.11
第  6号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

伐採Ａ Ｃ15以上20未満

本         1    単－  22号

伐採Ｂ Ｃ20以上30未満

本         1    単－  23号

伐採Ｃ Ｃ30以上40未満

本         1    単－  24号

伐採Ｄ Ｃ40以上60未満

本         1    単－  25号

伐採Ｅ Ｃ60以上80未満

本         1    単－  26号

伐採Ｆ Ｃ80以上100未満

本         1    単－  27号

伐採Ｇ Ｃ100以上120未満

本         1    単－  28号

伐採Ｈ Ｃ120以上150未満

本         1    単－  29号

伐採Ｉ Ｃ150以上

本         1    単－  30号

        合  計

                                  札幌市- 6 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

抜根

2025.11
第  7号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

抜根Ａ Ｃ30未満

本         1    単－  31号

抜根Ｂ Ｃ30以上60未満

本         1    単－  32号

抜根Ｃ Ｃ60以上90未満

本         1    単－  33号

抜根Ｄ Ｃ90以上120未満

本         1    単－  34号

抜根Ｅ Ｃ120以上150未満

本         1    単－  35号

抜根Ｆ Ｃ150以上

本         1    単－  36号

        合  計

                                  札幌市- 7 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木冬囲い

2025.11
第  8号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

樹木冬囲いＤ 低木　縄1回巻き　H0.6m,W0.3m　購入品

組       242    単－  37号

樹木冬囲いＥ 低木　縄2回巻き　H0.9m,W0.5m　購入品

組       387    単－  38号

樹木冬囲いＦ 低木　縄3回巻き　H1.2m,W0.8m　購入品

組       259    単－  39号

樹木冬囲い撤去Ｄ 低木　縄1回巻き　H0.6m,W0.3m

組       242    単－  40号

樹木冬囲い撤去Ｅ 低木　縄2回巻き　H0.9m,W0.5m

組       387    単－  41号

樹木冬囲い撤去Ｆ 低木　縄3回巻き　H1.2m,W0.8m

組       259    単－  42号

        合  計

                                  札幌市- 8 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

砂場・広場等

2025.11
第  9号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

水飲み台蛇口交換

 ヶ所         1    単－  43号

グラウンド土補充 砂

m3         1    単－  44号

グラウンド土補充 黒土

m3         1    単－  45号

除草A 花壇草取(まばら)

m2       660    単－  46号

ﾃﾆｽｺｰﾄﾈｯﾄ設置・撤去

面         6    単－  47号

砂場整正 異物除去　砂起こしt=200

m2       410    単－  48号

        合  計

                                  札幌市- 9 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

照明灯

2025.11
第  10号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

カラーポールカバー取替 段付；塩ビ被覆

個         1    単－  49号

不点調査

箇所         1    単－  50号

LED灯具設置及び既設灯具 平行水平面照度１Ｌｘ　範囲15m以上光束2760lm以上

撤去  、適合ポール89.1φ

箇所         1    単－  51号

ＬＥＤライトバルブ交換 HF100W級　

箇所         1    単－  52号

ＬＥＤライトバルブ交換 HF200W級

箇所         1    単－  53号

ＬＥＤライトバルブ交換 HF250W級

箇所         1    単－  54号

ＬＥＤライトバルブ交換 支給品

箇所         1    単－  55号

        合  計

                                  札幌市- 10 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

巡視点検

2025.11
第  11号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

公園巡視点検(昼)

箇所       420    単－  56号

公園巡視点検(夜)

箇所         1    単－  57号

        合  計

                                  札幌市- 11 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

施設冬囲い

2025.11
第  12号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

人力除雪

m3         1    単－  58号

水飲み台冬囲いA 開栓・閉栓

基        52    単－  59号

遊具（ﾌﾞﾗﾝｺ・ｼｰｿｰ等）冬 養生材支給品（縄材除く）

囲い設置

基        67    単－  60号

遊具（ﾌﾞﾗﾝｺ・ｼｰｿｰ等）冬

囲い撤去

基        67    単－  61号

スノーポール設置 支給品 再利用

基        50    単－  62号

スノーポール撤去 支給品 再利用

基        50    単－  63号

遊具（鉄棒）冬囲い設置・

撤去

基        25    単－  64号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

カラス・ハチ

2025.11
第  13号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

カラスの巣撤去Ａ 人力

箇所         1    単－  65号

カラスの巣撤去Ｂ 高所作業車12m級　計画撤去

箇所         1    単－  66号

カラスの巣撤去Ｃ 高所作業車18～18.5m級　計画撤去

箇所         1    単－  67号

カラスの巣撤去Ｄ 高所作業車22～23m級　計画撤去

箇所         1    単－  68号

ハチの巣撤去 高所作業車が必要な場合は別途計上

箇所         1    単－  69号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木植栽等

2025.11
第  14号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

エゾヤマザクラ植栽 H3.5C0.15W0.8 二脚鳥居支柱A 客土・土改剤

本         1    単－  70号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

遊水路管理

2025.11
第  15号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

遊水路巡視点検Ｂ 2回/日　上野幌西公園

日        62    単－  71号

遊水路清掃Ｂ 上野幌西公園噴水：清掃面積20㎡　週１回

回         9    単－  72号

遊水路巡視点検Ｂ 2回/日　科学館公園

日        62    単－  73号

遊水路清掃Ｂ 科学館公園キラキラ噴水広場噴水：清掃面積113㎡　

週１回

回         9    単－  74号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

パークゴルフ場管理

2025.11
第  16号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

芝生施肥

100㎡        29.3  単－  75号

駐車場開閉

日       165    単－  76号

芝生目土かけ

100㎡        29.3  単－  77号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

廃棄物処理費

2025.11
第  17号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

木くず処理 事業系一般廃棄物　木くず等（破砕,焼却）

t        50    単－  78号

木くず処理 事業系一般廃棄物　剪定枝等（再生）　税抜

t         1    単－  79号

木材買取 根株買取（t：水分無調整重量）土は極力除くこと　

全ての間接費対象外

t        -1    単－  80号

木材買取  長材買取（m3換算：空隙率50%）幹材(末口φ6-50cm*L

 2.4m-，又は末口φ50cm-*L2.0m-)　全ての間接費対象

外 m3        -1    単－  81号

木材買取 枝条・ﾀﾝｺﾛ買取　土は極力除くこと　全ての間接費対

象外

t        -1    単－  82号

        合  計
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摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務(南地区)【街路 当　  初 公園緑地整備･改修

樹編】 公園・街路樹等維持管理

公園・街路樹等維持管理

        1    式

　標準作業

　

　         1    式

　　清掃・草刈

　　

　　         1    式

　　　清掃

　　　

　　　         1    式 内-1号

　　　草刈

　　　

　　　         1    式 内-2号

　　樹木管理

　　

　　         1    式

　　　下枝・支柱・薬剤

　　　

　　　         1    式 内-3号

　　　低木等管理

　　　

　　　         1    式 内-4号

　　　高木剪定

　　　

　　　         1    式 内-5号

　　　伐採

　　　

　　　         1    式 内-6号

　　　抜根

　　　

　　　         1    式 内-7号

　　　巡視点検

　　　

　　　         1    式 内-8号

                                  札幌市- 1 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務(南地区)【街路 当　  初 公園緑地整備･改修

樹編】 公園・街路樹等維持管理

　　　樹木冬囲い

　　　

　　　         1    式 内-9号

　　歩道美化

　　

　　         1    式

　　　花苗配布

　　　

　　　         1    式 内-10号

　　鳥獣対応

　　

　　         1    式

　　　カラス・ハチ

　　　

　　　         1    式 内-11号

　　安全費

　　

　　         1    式

　　　交通管理

　　　

　　　         1    式 内-12号

　区特有作業

　

　         1    式

　　廃棄物処理

　　

　　         1    式

　　　廃棄物処理費

　　　

　　　         1    式 内-13号

直接工事費

        1    式

共通仮設費

        1    式

                                  札幌市- 2 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務(南地区)【街路 当　  初 共通仮設費

樹編】 共通仮設費

　共通仮設費（率計上）

　

　         1    式

純工事費

        1    式

　現場管理費

　

　         1    式

工事原価

        1    式

　一般管理費等

　

　         1    式

工事価格

        1    式

消費税等相当額

        1    式

工事費計

        1    式
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

清掃

2025.11
第  1号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

植樹桝・帯清掃 拾い＋掃き

1000m2       165.1  単－   1号

        合  計

                                  札幌市- 1 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

草刈

2025.11
第  2号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

草刈りＢ 草丈30～50cm　刈払機，ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ併用　片付含む

100m2     1,629    単－   2号

        合  計

                                  札幌市- 2 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

下枝・支柱・薬剤

2025.11
第  3号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

樹木下枝取り

本         1    単－   3号

街路樹支柱撤去Ａ 高木用支柱各種　運搬費含む

組         1    単－   4号

ヤゴ取りA C50㎝以下

本        77    単－   5号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

低木等管理

2025.11
第  4号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

生垣刈込B 0.75≦H＜1.5m　片付含む

m     1,100    単－   6号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

高木剪定

2025.11
第  5号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

街路樹木剪定Ａ C＜30cm

本        96    単－   7号

街路樹木剪定Ｂ 30≦C＜60cm

本       253    単－   8号

街路樹木剪定Ｃ 60≦C＜90cm

本       383    単－   9号

街路樹木剪定Ｄ 90≦C＜105cm

本       270    単－  10号

街路樹木剪定Ｅ 105≦C＜120cm

本        94    単－  11号

街路樹木剪定Ｆ 120≦C＜150cm

本        32    単－  12号

街路樹木剪定Ｍ H=12M程度

本         1    単－  13号

街路樹木剪定Ｎ H=18M程度

本       107    単－  14号

街路樹木剪定Ｏ H=22M程度

本        85    単－  15号

        合  計

                                  札幌市- 5 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

伐採

2025.11
第  6号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

伐採Ａ Ｃ15以上20未満

本         1    単－  16号

伐採Ｂ Ｃ20以上30未満

本         1    単－  17号

伐採Ｃ Ｃ30以上40未満

本         1    単－  18号

伐採Ｄ Ｃ40以上60未満

本         1    単－  19号

伐採Ｅ Ｃ60以上80未満

本         1    単－  20号

伐採Ｆ Ｃ80以上100未満

本         1    単－  21号

伐採Ｇ Ｃ100以上120未満

本         1    単－  22号

伐採Ｈ Ｃ120以上150未満

本         1    単－  23号

伐採Ｉ Ｃ150以上

本         1    単－  24号

        合  計

                                  札幌市- 6 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

抜根

2025.11
第  7号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

抜根Ａ Ｃ30未満

本         1    単－  25号

抜根Ｂ Ｃ30以上60未満

本         1    単－  26号

抜根Ｃ Ｃ60以上90未満

本         1    単－  27号

抜根Ｄ Ｃ90以上120未満

本         1    単－  28号

抜根Ｅ Ｃ120以上150未満

本         1    単－  29号

抜根Ｆ Ｃ150以上

本         1    単－  30号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

巡視点検

2025.11
第  8号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

パトロール業務Ａ 昼、ライトバン

km       996    単－  31号

        合  計

                                  札幌市- 8 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木冬囲い

2025.11
第  9号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

樹木冬囲いＣ 低木　晒竹使用　H1.2m,W0.8m　購入品

組        25    単－  32号

樹木冬囲いＤ 低木　縄1回巻き　H0.6m,W0.3m　購入品

組        60    単－  33号

樹木冬囲いＥ 低木　縄2回巻き　H0.9m,W0.5m　購入品

組       223    単－  34号

樹木冬囲いＦ 低木　縄3回巻き　H1.2m,W0.8m　購入品

組     2,428    単－  35号

樹木冬囲い撤去Ｃ 低木　H1.2m,W0.8m

組        25    単－  36号

樹木冬囲い撤去Ｄ 低木　縄1回巻き　H0.6m,W0.3m

組        60    単－  37号

樹木冬囲い撤去Ｅ 低木　縄2回巻き　H0.9m,W0.5m

組       223    単－  38号

樹木冬囲い撤去Ｆ 低木　縄3回巻き　H1.2m,W0.8m

組     2,428    単－  39号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

花苗配布

2025.11
第  10号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

桝花壇用花苗配布 1年草

株    23,000    単－  40号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

カラス・ハチ

2025.11
第  11号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

カラスの巣撤去Ａ 人力

箇所         1    単－  41号

カラスの巣撤去Ｂ 高所作業車12m級　計画撤去

箇所         1    単－  42号

カラスの巣撤去Ｃ 高所作業車18～18.5m級　計画撤去

箇所         1    単－  43号

カラスの巣撤去Ｄ 高所作業車22～23m級　計画撤去

箇所         1    単－  44号

カラスの巣撤去Ｅ 高所作業車を使用する緊急撤去（別途高所作業車積上

）

箇所         1    単－  45号

ハチの巣撤去 高所作業車が必要な場合は別途計上

箇所         1    単－  46号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

交通管理

2025.11
第  12号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ａ

人日        30    単－  47号

交通誘導警備員Ｂ

人日       100    単－  48号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

廃棄物処理費

2025.11
第  13号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

木くず処理 事業系一般廃棄物　木くず等（破砕,焼却）

t        50    単－  49号

木くず処理 事業系一般廃棄物　剪定枝等（再生）　税抜

t        25    単－  50号

木材買取 根株買取（t：水分無調整重量）土は極力除くこと　

全ての間接費対象外

t        -1    単－  51号

木材買取  長材買取（m3換算：空隙率50%）幹材(末口φ6-50cm*L

 2.4m-，又は末口φ50cm-*L2.0m-)　全ての間接費対象

外 m3        -1    単－  52号

木材買取 枝条・ﾀﾝｺﾛ買取　土は極力除くこと　全ての間接費対

象外

t        -1    単－  53号

        合  計
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厚別区公園及び街路樹総合維持管理業務（南地区）　数量調書

種別 № 公園・緑地名 住　　所 全体面積 桝清掃 ﾄﾗﾌ清掃 砂場整正 花壇管理 水飲台冬囲い 目土 管理委託 特記事項
清掃B 清掃C 泥上げ B C D E F I 除草A 設置・撤去C ｼｰｿｰ ﾌﾞﾗﾝｺ 椅子ﾌﾞﾗﾝｺ 形態
拾い・掃き 拾い・掃き H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0 疎ら ﾑｼﾛ2枚

隔週 月１回 春1回 秋2回 年3回 年2回 年3回 年2回 年6回 年2回 年1回 W0.8 W0.8 W0.3 W0.5 W0.8 W1.0 年2回 閉・開栓含
樹種 ｍ 樹種 ｍ 種類 ｍ2 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

街区 1 しらゆき公園 青葉２ 1,204 1,204 1,204 1 598 13 1 1 1 町内会委託
街区 2 エンゼル公園 青葉４ 1,633 1,469 1,469 1,469 1 925 1 業者委託
街区 3 はるみ公園 青葉７ 1,266 1,139 1,139 1,139 1 811 1 業者委託
街区 7 かげろう公園 大西１ 3,659 3,293 3,293 3,293 1 1,198 36 1 1 業者委託
街区 18 旭町南こぶし公園 厚南３ 5,236 4,712 4,712 4,712 1 3,350 1 1 1 業者委託
街区 34 下野幌青葉台公園 青葉１３ 156 156 156 156 0 12 13 1 業者委託
街区 59 厚別南白樺公園 厚南２ 7,140 6,426 6,426 6,426 1 424 120 17 1 1 業者委託 自然樹林地、藤棚剪定、ｳﾂｷﾞ生垣(1回)
街区 61 青葉町みどり公園 青葉１３ 1,626 1,463 1,463 1,463 1 1,121 110 13 1 1 1 業者委託 ｲﾎﾞﾀ生垣（1回）
街区 67 大谷地駅前公園 大東５ 5,609 5,048 5,048 5,048 1 62 2,653 1 1 1 業者委託
街区 69 青葉町なかよし公園 青葉１３ 998 898 898 898 1 341 13 1 1 1 業者委託
街区 70 下野幌青葉公園 青葉１５ 197 197 197 0 165 13 1 町内会委託
街区 75 厚別南共栄公園 厚南２ 3,600 3,240 3,240 3,240 1 1,422 10 1 1 1 業者委託
街区 76 上野幌ライラック公園 上野１－１ 1,415 1,273 1,273 1,273 1 730 9 1 1 1 業者委託
街区 77 上野幌あおぞら公園 上野３－３ 2,552 2,296 2,296 2,296 1 1,094 25 1 1 業者委託
街区 78 ひばりが丘西公園 厚中１－３ 4,672 4,204 4,204 4,204 1 2,890 26 10 1 業者委託
街区 89 青葉町のうさぎ公園 青葉１５ 683 683 683 0 1,855 10 1 1 町内会委託
街区 116 上野幌パレット公園 上野３－２ 1,298 1,168 1,168 1,168 1 1,110 1 業者委託 自然樹林地
街区 133 えぞりす公園 青葉13 604 604 604 604 143 1 1 1 業者委託 Ｈ22新設
街区 25 上野幌すみれ公園 厚南５ 2,340 2,106 1 874 1 1 1 町内会委託
街区 39 上野幌白樺公園 上野２－３ 2,599 2,469 7 1,040 1 1 1 町内会委託 ﾈｸﾞﾝﾄﾞ生垣（2回）
街区 62 厚別南風の子公園 厚南１ 1,600 1,440 1,440 1 989 115 9 1 1 町内会委託 ｶﾂﾗ生垣（2回）
街区 63 上野幌わんぱく公園 上野３－５ 2,402 2,281 1 720 25 1 1 町内会委託
街区 90 上野幌いずみ公園 上野２－６ 2,527 2,400 1 1,010 32 85 35 13 1 町内会委託
街区 106 上野幌こもれび公園 上野３－６ 1,146 1,088 1 340 1 町内会委託
街区 112 上野幌ノホロ公園 上野２－２ 2,232 2,120 1 670 1 1 町内会委託
街区 118 上野幌えくぼ公園 上野幌 169 160 0 50 6 町内会委託
街区 127 上野幌ちびっこ公園 上野１－６ 358 340 70 4 1 1 1 町内会委託 H18新設
街区 128 上野幌さんかく公園 上野幌686 190 180 150 町内会委託 H19新設
街区 130 上野幌ありのす公園 上野幌 246 233 125 1 1 町内会委託 Ｈ20新設
街区 132 上野幌なないろ公園 上野幌716-51 194 184 60 1 町内会委託 Ｈ21新設
緑地 青葉町２丁目緑地 青葉２ 5,414 4,872 4,872 4,872 1 3,822 26 1 業者委託
緑地 青葉緑地 青葉４～７ 85,436 25,500 25,500 25,500 1 3,040 17,562 58 32 1 業者委託 自然樹林地
特殊 厚別南公園 厚南５・６ 22,400 20,160 20,160 20,160 1 7,544 35 1 業者委託
緑地 厚別南緑地 青葉10外 72,651 1,576 1,576 1,576 2 1,690 1,670 413 23 2 1 業者委託 自然樹林地
近隣 上野幌公園（サイクロード） 厚南５ 1,920 1,920 1,920 1,920 2 323 12 7 32 150 2 1 業者委託 かげろうｻｲｸﾛｰﾄﾞ(水飲台)
近隣 上野幌中央公園 上野２－４ 17,911 12,500 12,500 12,500 1 4,638 221 21 15 30 5 2 1 1 業者委託 ﾆｼｷｷﾞ生垣（1回）R4工事で117ｍ撤去
近隣 大谷地の森公園 大西２ 32,920 9,990 9,990 9,990 1 4,687 43 26 1 業者委託 自然樹林地
緑地 大谷地わらび緑地 大西４ 5,976 2,390 2,390 2,390 0 752 35 業者委託 自然樹林地
特殊 科学館公園 厚中１－５ 9,809 8,828 8,828 8,828 1 2,154 1 業者委託
近隣 上野幌西 上野３－２ 20,715 12,880 8,500 8,500 2 1,280 4,762 39 45 7 2 1 業者委託
その他 白石ｻｲｸﾛｰﾄﾞ 大谷地駅前 150 150 1 131 181 2 業者委託 水飲台冬期間閉栓
緑地 東部緑地 上野幌 117,415 12,000 12,000 12,000 1 10,694 187 1 5,866 業者委託 自然樹林地・ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ･ｶﾂﾗ生垣(2回)

緑地 東部緑地 上野幌 18,037 1,308 18,037 18,037 0 2,038 6,542 業者委託 H11引継・除草４１７㎡
緑地 野津幌川緑地 84,053 22,921 6,700 22,921 22,921 0 14,268 12,540 68 78 業者委託
緑地 野津幌川緑地 小林橋～青葉通橋 3,329 6,200 9,655 3,329 0 3,903 3,754 業者委託 左岸、花壇８５㎡
近隣 馬場公園 厚南１ 18,009 16,208 16,208 16,208 2 13,598 1 23 35 16 2 2 1 業者委託 藤棚剪定
その他 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ 大谷地 1,690 24,544 業者委託
近隣 上野幌公園 厚南５ 13,376 12,707 2 6,352 13 町内会委託
街区 4 ひとみ公園 青葉８ 1,617 1,536 1,536 1 894 4 1 1 町内会委託 H15ﾘﾌﾚｯｼｭ
街区 8 わらび公園 大西３ 3,212 3,051 1 1 1 町内会委託 R7 再整備

街区 11 大谷地ひまわり公園 大西３ 307 291 0 4 0 町内会委託
街区 17 大谷地さくら公園 大西４ 619 588 1 32 1 1 1 町内会委託 ｲﾎﾞﾀ生垣（1回）
街区 35 下野幌山の手公園 青葉１４ 1,210 1,149 1 17 1 1 1 町内会委託 藤棚剪定
街区 36 下野幌さくら公園 青葉１４ 1,459 1,386 1 4 1 1 1 町内会委託 藤棚剪定

街区 43 厚別中央もみじばし公園 厚中１－７ 938 891 891 0 323 8 1 1 町内会委託

街区 47 厚別南つつじ公園 厚南７ 1,363 1,294 1 450 4 1 1 1 町内会委託
街区 53 下野幌イレブン公園 青葉１１ 995 945 1 10 1 1 1 町内会委託 藤棚剪定　R7PC柵から外柵石に変更
街区 54 下野幌グリーン公園 青葉１２ 265 251 0 4 1 町内会委託
街区 55 上野幌福寿草公園 上野２－１ 1,000 950 1 79 9 1 1 町内会委託 ﾈｸﾞﾝﾄﾞ生垣（2回）
街区 60 上野幌イチイ公園 厚南５ 136 129 1 1 町内会委託
街区 68 下野幌つくし公園 青葉１２ 140 133 0 16 1 町内会委託
街区 74 下野幌どんぐり公園 青葉１５ 607 576 1 10 1 1 町内会委託
街区 79 上野幌日の出公園 厚南５ 220 209 0 4 1 1 町内会委託
街区 82 新さっぽろ東公園 厚中１－７ 1,808 1,717 1 18 8 25 1 1 1 町内会委託
街区 97 下野幌まるやま公園 青葉１１ 273 259 0 5 町内会委託
街区 103 上野幌梅ケ丘公園 上野２－１ 204 193 0 町内会委託
街区 109 下野幌のっぽろがわ公園 青葉１５ 269 255 0 15 町内会委託 ﾆｵｲﾋﾊﾞ生垣（1回）

街区 111 青葉町さやか公園 青葉５ 161 152 152 0 79 7 町内会委託
街区 117 青葉わんぱく公園 青葉１６ 449 426 0 5 町内会委託
街区 125 下野幌ぽっぽ公園 青葉１2 353 335 1 1 町内会委託 H18新設

①合計 585,161 215,313 14,208 259,104 207,560 56 62 26,219 3,360 118,129 24,544 10,694 0 1,010 0 0 0 242 387 259 0 416 331 52 24 42 1 5,866

片含

清掃A 草刈D 草刈E 生垣刈込B 寄植刈込B
拾い集め 斜・片含 片含 60≦H＜120、片含 120≦H＜200

清掃 草　　刈 生垣刈込 寄植刈込 樹木冬囲い設置・撤去 遊具冬囲い設置・撤去
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厚別区公園及び街路樹総合維持管理業務（南地区）　数量集計表

公園標準作業集計 桝清掃 ﾄﾗﾌ清掃 砂場整正 花壇管理 水飲台冬囲い 目土および施肥
清掃B 清掃C 泥上げ B C D E F I 除草A 設置・撤去A ｼｰｿｰ ﾌﾞﾗﾝｺ 椅子ﾌﾞﾗﾝｺ
拾い・掃き 拾い・掃き H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0 疎ら

隔週 月１回 春1回 秋2回 年3回 年2回 年3回 年2回 年6回 年2回 年1回 W0.8 W0.8 W0.3 W0.5 W0.8 W1.0 年2回 閉・開栓含
樹種 ｍ 樹種 ｍ 種類 ｍ2 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

①合計 215,313 14,208 259,104 207,560 56 62 26,219 3,360 118,129 24,544 10,694 0 0 0 1,010 0 0 0 0 242 387 259 0 416 331 52 24 42 1 5,866
②年間実施回数 14 7 1 2 - - 3 2 3 2 6 0 2 0 1 0 - - - - - - - - 2 - - - - -
③年間実施数量（①×②） 3,014,382 99,456 259,104 415,120 56 62 78,657 6,720 354,387 49,088 64,164 0 0 0 1,010 0 0 0 0 242 387 259 0 416 662 52 24 42 1 5,866
④内訳書単位数量 1,000 1,000 1,000 1,000 1 1 100 100 100 100 100 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

（単位） m2 m2 m2 m2 箇所 m m2 m2 m2 m2 m2 0 m 0 m 0 m2 組 組 組 組 組 組 m2 m2 基 基 基 基 m2
⑤内訳書計上数量（③÷④、丸め） 3,110.0 (左に合算) 259.0 415.0 56.0 62.0 853.0 (左に合算) 4,670.0 (左に合算) (左に合算) 0.0 1,010.0 (左に合算) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.0 387.0 259.0 0.0 410.0 6.6 52.0 67.0 (左に合算) (左に合算) 58.6

片含

清掃A 草刈D 草刈E 生垣刈込B 寄植刈込B
拾い集め 斜・片含 片含 60≦H＜120、片含 120≦H＜200

清掃 草　　刈 生垣刈込 寄植刈込 樹木冬囲い設置・撤去 遊具冬囲い設置・撤去
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（区特有作業）公園巡視点検　数量算出書

対象公園数 巡視点検 回数 計上数値
業者委託 32 箇所
町内会委託 38 箇所

巡視（夏） ２回 140箇所
巡視（冬） ４回 280箇所

合計 420箇所

＝ 7.00 日

管理委託形態

70 箇所 ÷ 20 箇所/日・回 × 2 回/年



厚別区公園及び街路樹総合維持管理業務（南地区）　数量調書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24※剪定区分　夏：夏剪定1回　冬：冬剪定1回　夏冬：夏冬剪定
路線 樹種名 高木 中低木植樹桝・帯 草刈 ﾔｺﾞ取り 備     考
番号 本数 本数 面積 草刈B 30 30 60 90 105 120 150 A B C D E F I

片付含 未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 針葉樹 H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0
桝花壇無 桝花壇有 60 90 105 120 150 H4m W0.8 W0.8 W0.3 W0.5 W0.8 W1.0
年3回 年0回 年3回 未満 未満 未満 未満 未満 未満 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

214 ｲﾁｮｳ 145 980.9 394.1 586.8 394.1 9 45 78 12 1.0 剪定H28　Ｒ３
215 ｲﾁｮｳ 20 107.4 107.4 0.0 107.4 11 9 剪定H28　R3

216 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 67 521.9 499.4 22.5 499.4 夏 1 19 38 6 3 毎年落葉前剪定
444 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 7 30.0 17.0 13.0 17.0 5 1 1 剪定H27 H31 R1　R5診断
445 ﾆｾｱｶｼｱ 26 83.5 4.9 83.5 4.9 夏 1 4 4 13 4 エンジュ２本含む　R5診断
447 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 8 7.2 7.2 0.0 0.0 8
451 ｶｴﾃﾞ類 45 46.9 0.0 46.9 0.0 4 10 20 9 2 剪定H27・R2
453 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 6 13.2 0.0 13.2 0.0 3 3
455 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 16 47.0 0.0 47.0 0.0 2 1 6 3 2 2 剪定H27 H31 R1
460 ｲﾁｮｳ 14 38.4 0.0 38.4 0.0 14 剪定H28実施

463 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 38 68.3 0.0 68.3 0.0 夏 8 17 13 毎年落葉前剪定
467-1 ｼﾝｼﾞｭ 26 365.8 13.2 352.6 13.2 夏 10 4 6 4 2 毎年夏剪定
467-2 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 6 13.2 0.0 13.2 0.0 6 剪定H28実施
474 ｶｴﾃﾞ類 40 43.0 0.0 43.0 0.0 2 7 20 5 4 2 剪定H27・R2
477 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 3 17.6 17.6 0.0 0.0 1 2
478 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 3 7.2 7.2 0.0 0.0 2 1
841 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 31 112.2 0.0 112.2 0.0 2 17 12 剪定Ｈ26・H29実施
960 ｲﾁｮｳ 15 33.0 0.0 33.0 0.0 3 6 2 3 1 剪定Ｈ26・H29実施
1183 (ﾆｾｱｶｼｱ) 0 32.8 30.6 2.2 30.6 R4樹木診断　で全伐採（ｴﾝｼﾞｭ含む）

1371 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 29 736.6 693.9 42.7 693.9 夏 3 20 5 1 毎年落葉前剪定
1495 ｲﾁｮｳ 36 57.6 0.0 57.6 0.0 22 14 剪定H28 H31 R1 剪定要望有り
1545 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 6 23.2 23.2 0.0 23.2 1 5 剪定H28・R3実施

1640 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 9 56.8 56.8 0.0 56.8 夏 2 4 3 毎年落葉前剪定
1645 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 22 92.4 92.4 0.0 92.4 15 6 1 剪定Ｈ26・H29実施
1718 ｲﾁｮｳ 142 1,144.6 0.0 1,144.6 457.8 4 25 93 16 4 剪定講習会路線H27・H31・R2
1764 ｵｵﾊﾞﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ 19 192.5 192.5 0.0 192.5 6 13 剪定H28　R3実施
1778 ｵｵﾊﾞﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ 88 386.1 288.2 97.9 288.2 5 16 51 14 2 剪定H28・R2 R5夏剪定要望
1779 ｲﾁｮｳ 230 1,952.8 1,952.8 0.0 1,952.8 16 80 125 6 3 剪定H27・R2
1980 ｲﾁｮｳ 24 266.8 266.8 0.0 266.8 24 剪定H27実施
1981 ｲﾁｮｳ 4 27.0 27.0 0.0 27.0 2 2 剪定H27実施
2051 ｲﾁｮｳ 18 42.8 0.0 42.8 0.0 2 16 剪定Ｈ26・H29実施

2056 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 86 634.9 604.0 30.9 604.0 夏 10 32 32 12 毎年落葉前剪定
2073 ｲﾁｮｳ 21 59.3 46.6 12.7 46.6 夏 4 16 1 剪定Ｈ26・H29・Ｒ３実施
2075 ｲﾁｮｳ 37 233.5 167.4 66.1 167.4 1 9 22 5 Ｈ21・Ｈ24・H30・Ｒ３剪定
2329 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 79 205.2 110.7 94.5 110.7 32 25 18 4 剪定H27実施
2360 ﾊﾙﾆﾚ 48 139.1 109.1 30.0 109.1 2 14 17 13 2 剪定講習会路線H27 H31 R1
2398 ｴﾝｼﾞｭ 53 192.5 192.5 0.0 192.5 3 23 25 2 Ｈ23・H29剪定
2411 ｵｵﾊﾞﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ 165 1,311.7 1,311.7 0.0 1,311.7 29 79 45 10 2 剪定講習会路線H28実施　Ｒ３・Ｒ４
2463 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 7 143.6 143.6 0.0 143.6 7 剪定H28実施・R3
2494 ｼﾗｶﾊﾞ 8 259.0 259.0 0.0 259.0 1 1 2 3 1 剪定H28・R4実施

2891-1 ｶｴﾃﾞ類 4 220 385.2 385.2 0.0 385.2 1 2 1 剪定H27 H31 R1
2891-2 ｵｵﾊﾞﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ 3 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 2 1 剪定H27 H31 R1
2891-3 ｼﾗｶﾊﾞ 10 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 6 4 剪定H27 H31 R1
2891-4 ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 6 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 6 剪定H27 H31 R1
2891-5 プンゲンス 23 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 5 18 剪定H27 H31 R1
2891-6 ｴﾝｼﾞｭ 3 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1 2 剪定H27 H31 R1
2891-7 ハシドイ 2 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 2 剪定H27 H31 R1
2891-8 アカナラ 3 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 3 剪定H27 H31 R1
2891-9 ﾄﾁﾉｷ 6 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 2 1 3 剪定H27 H31 R1
2891-10 ﾔﾏﾊﾝﾉｷ 1 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1 剪定H27 H31 R1
2891-11 エゾヤマザクラ 2 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1 1 剪定H27 H31 R1

2897 ﾄﾁﾉｷ 50 136.2 136.2 0.0 136.2 2 48 Ｈ23・H29・R4剪定（秋・実除去含む）
2910 ﾊﾙﾆﾚ 25 53.2 0.0 53.2 0.0 1 9 15 剪定講習会路線H27 H31 R1
9219 緑地帯 0 5 92.9 92.9 0.0 92.9 R５　ムクゲ伐採
9220 ﾆｼｷｷﾞ外 0 6 98.9 98.9 0.0 98.9
9221 ﾆｼｷｷﾞ 0 8 72.0 72.0 0.0 72.0 9
9222 ﾆｼｷｷﾞ 0 14 160.0 160.0 0.0 160.0 8
9223 ﾓﾝﾀﾅﾏﾂ 0 1 85.0 85.0 0.0 85.0 1
9224 ﾆｼｷｷﾞ 0 10 90.0 90.0 0.0 90.0 9
9225 ﾆｼｷｷﾞ 0 12 100.0 100.0 0.0 100.0 7
9252 ﾆｼｷｷﾞ 0 9 85.0 85.0 0.0 85.0 3
9254 ﾆｼｷｷﾞ 0 2 60.4 60.4 0.0 60.4 2
9255 緑地帯 0 30.8 30.8 0.0 30.8 6 1

植樹桝・帯清掃 街路樹剪定 樹木冬囲いタイプ別
植樹桝・帯清掃
拾い・掃き
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厚別区公園及び街路樹総合維持管理業務（南地区）　数量調書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24※剪定区分　夏：夏剪定1回　冬：冬剪定1回　夏冬：夏冬剪定
路線 樹種名 高木 中低木植樹桝・帯 草刈 ﾔｺﾞ取り 備     考
番号 本数 本数 面積 草刈B 30 30 60 90 105 120 150 A B C D E F I

片付含 未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 針葉樹 H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0
桝花壇無 桝花壇有 60 90 105 120 150 H4m W0.8 W0.8 W0.3 W0.5 W0.8 W1.0
年3回 年0回 年3回 未満 未満 未満 未満 未満 未満 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

植樹桝・帯清掃 街路樹剪定 樹木冬囲いタイプ別
植樹桝・帯清掃
拾い・掃き

9256 緑地帯 0 65.6 65.6 0.0 65.6 2
9260 緑地帯 0 1 73.9 73.9 0.0 73.9 H30全伐採
9261 緑地帯 0 5 70.9 70.9 0.0 70.9 5 ﾂﾂｼﾞ
9267 エゾヤマザクラ 0 317.6 317.6 0.0 317.6 R1全伐採
9268 緑地帯 0 3 44.0 44.0 0.0 44.0 R４全伐採
9269 緑地帯 0 13 45.3 45.3 0.0 45.3 R４全伐採
9270 緑地帯 0 158.0 158.0 0.0 158.0 ﾆｼｷｷﾞ
9272 ｻｸﾗ 0 10 61.6 61.6 0.0 61.6 11 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ
9277 ﾂﾂｼﾞ類 0 15 128.6 128.6 0.0 128.6
9278 ﾂﾂｼﾞ類 0 18 138.2 138.2 0.0 138.2
9279 ﾂﾂｼﾞ類 0 25 160.2 160.2 0.0 160.2 12
9284 緑地帯 0 87.1 87.1 0.0 87.1
9285 緑地帯 0 4 67.9 67.9 0.0 67.9 ﾗｲﾗｯｸ
9286 緑地帯 0 2 120.9 120.9 0.0 120.9 R3伐採
9298 ﾆｵｲﾋﾊﾞ 12 84.5 84.5 0.0 84.5 12
9299 緑地帯 0 73.8 73.8 0.0 73.8 2 2 ﾊﾏﾅｽ
9300 緑地帯 0 3 85.9 85.9 0.0 85.9 ﾊﾏﾅｽ
9301 緑地帯 0 8 84.0 84.0 0.0 84.0 R5ハマナス伐採
9302 緑地帯 0 10 97.2 78.0 19.2 78.0 8 ﾗｲﾗｯｸ
9304 緑地帯 0 15 48.0 48.0 0.0 48.0 R4ハマナス伐採
9306 緑地帯 0 21 38.0 38.0 0.0 38.0 R5ハマナス伐採
9307 緑地帯 0 13 40.8 40.8 0.0 40.8 15 1 ﾊﾏﾅｽ
9308 緑地帯 0 78.4 78.4 0.0 78.4
9309 緑地帯 0 91.2 13.2 78.0 13.2 2
9310 緑地帯 0 17 95.2 95.2 0.0 95.2 23 ﾊﾏﾅｽ･ﾗｲﾗｯｸ
9312 緑地帯 0 1,262.1 1,262.1 0.0 1,262.1
9324 ﾆｼｷｷﾞ 0 11 266.3 266.3 0.0 266.3 11
9325 ﾆｼｷｷﾞ 0 19 207.0 207.0 0.0 207.0 18
9326 ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽﾄｳﾋ外 0 90 38.8 38.8 0.0 38.8 12 45 ﾆｼｷｷﾞほか
9327 ﾗｲﾗｯｸ外 7 5 83.6 83.6 0.0 83.6 1 6
9329 ﾔﾏﾎﾞｳｼ 51 588.0 588.0 0.0 588.0 51 Ｈ25剪定

1138-1 ｲﾁｮｳ 91 2,079.2 1,843.5 235.7 1,843.5 夏 36 46 9 Ｈ23・H29・R２剪定・R8年剪定予定　274号～南郷通　

1138-2 ﾊﾏﾅｽ 0 440 2,158.0 2,158.0 0.0 2,158.0 25 36 清田区～国道274号線、分離帯
1138-3 ｲﾁｮｳ 181 3,602.5 3,602.5 0.0 3,602.5 22 86 66 7 Ｈ24剪定　区界～274号　H２９・R4剪定

1138-4 ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ 17 1,923.1 1,923.1 0.0 1,923.1 夏 1 0 4 3 5 4 南郷通～国道２74号線夏剪定　R6樹木診断
1138-5 ﾊﾞﾝｸｽﾏﾂ外 34 2,449.2 2,449.2 0.0 2,449.2 2 14 16 2 南郷通～国道274号線(中央分離帯）
1138-6 ｲﾁｮｳ 110 999.9 999.9 0.0 999.9 夏 35 57 17 1 南郷通～国道１２号線・Ｈ24剪定 H30剪定
1138-7 ﾊﾞﾝｸｽﾏﾂ 29 964.6 964.6 0.0 964.6 11 3 12 3 南郷通～国道１２号線(中央分離帯）
1248 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 65 372.5 4.4 368.1 4.4 8 19 20 4 8 6 Ｈ23剪定・Ｈ25剪定　H30剪定
154-1 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 28 85.8 0.0 85.8 0.0 夏 4 16 7 1
154-2 ﾙﾌﾞﾗﾑｶｴﾃﾞ 114 1,270.7 1,270.7 0.0 1,270.7 9 37 57 9 2 ヤマモミジ1本含む夏剪定　Ｈ22・H29・R4剪定
155-1 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 42 183.3 183.3 0.0 183.3 6 6 11 10 9 Ｈ21・Ｈ24剪定　H30剪定
155-2 ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽﾄｳﾋ 3 144.0 144.0 0.0 144.0 3 三差路分離帯
1780-1 ｲﾁｮｳ 258 884.5 202.5 682.0 202.5 2 118 125 13 Ｈ21・Ｈ24・Ｈ27・H30・R3剪定
1780-2 ｱｶｴｿﾞﾏﾂ 40 94 1,453.4 1,453.4 0.0 1,453.4 3 14 3 2 5 13 緑地帯　Ｈ21・H29剪定
1780-3 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 10 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 夏 4 4 2 夏剪定
1780-4 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 20 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 3 6 7 3 1
1780-5 ポプラ 2 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 2
1780-6 ｶﾂﾗ 3 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1 2
1780-7 エゾヤマザクラ 1 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1
1780-8 ﾆｾｱｶｼｱ 3 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 夏 1 1 1
1780-9 ｶｴﾃﾞ類 1 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1
1780-10 ﾔﾏﾊﾝﾉｷ 2 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1 1
1780-11 ﾔﾏﾓﾐｼﾞ 2 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1 1
1780-12 ﾊﾙﾆﾚ 1 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1
1780-13 イチイ 1 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1
1780-14 ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 1 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1
1780-15 ｱｶｴｿﾞﾏﾂ 14 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1 3 2 1 2 5
2139-1 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 45 153.7 113.1 40.6 113.1 16 26 3 Ｈ23・H29剪定
2139-2 ﾗｲﾗｯｸ 23 569.6 569.6 0.0 569.6 23

3-1 ｲﾁｮｳ 85 1,271.2 1,126.5 144.7 1,126.5 39 35 11 H15秋補植(5)　Ｈ21・Ｈ24剪定
3-2 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 15 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 6 2 6 1 H15秋補植(3)　Ｈ21・Ｈ24剪定
3-3 ﾗｲﾗｯｸ 84 103 939.0 939.0 0.0 939.0 82 2 分離帯

9623-1 ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 105 1,082.0 1,082.0 0.0 1,082.0 94 11 H15秋補植(8)
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厚別区公園及び街路樹総合維持管理業務（南地区）　数量調書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24※剪定区分　夏：夏剪定1回　冬：冬剪定1回　夏冬：夏冬剪定
路線 樹種名 高木 中低木植樹桝・帯 草刈 ﾔｺﾞ取り 備     考
番号 本数 本数 面積 草刈B 30 30 60 90 105 120 150 A B C D E F I

片付含 未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 針葉樹 H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0
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年3回 年0回 年3回 未満 未満 未満 未満 未満 未満 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

植樹桝・帯清掃 街路樹剪定 樹木冬囲いタイプ別
植樹桝・帯清掃
拾い・掃き

9623-2 ｱｶｴｿﾞﾏﾂ 20 2,250.0 276.0 1,974.0 276.0 20 緩衝緑地帯
3４１-1 ｲﾁｮｳ 40 665.4 665.4 0.0 665.4 33 7 分離帯含む　Ｈ23・H29剪定
3４１-2 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 17 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 8 7 2 Ｈ23・H29剪定
3４１-3 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 21 363.0 363.0 0.0 363.0 3 8 8 2 Ｈ23・H29剪定
36-2 ｲﾁｮｳ 49 150.5 133.7 16.8 133.7 夏 1 13 34 1 Ｈ22・Ｈ25剪定　H30剪定 R4剪定
37-1 ｲﾁｮｳ 8 254.4 1.6 252.8 1.6 8 Ｈ22・Ｈ25・Ｈ28・R2剪定　
448-1 ｲﾁｮｳ 76 104.3 1.0 103.3 1.0 夏 1 31 27 9 8 Ｈ21・Ｈ24剪定　Ｈ30剪定
448-2 ﾆｾｱｶｼｱ 13 23.9 0.0 23.9 0.0 夏 0 1 2 3 3 4
448-3 ｴﾝｼﾞｭ 4 5.0 0.0 5.0 0.0 夏 3 1
457-1 ﾆｾｱｶｼｱ 9 28.6 0.0 28.6 0.0 夏 0 1 4 2 2
457-2 ｴﾝｼﾞｭ 10 22.0 0.0 22.0 0.0 2 7 1 Ｈ25剪定
457-3 ｲﾁｮｳ 2 4.4 0.0 4.4 0.0 2 Ｈ25剪定
466-1 欧州ｱｶﾏﾂ 43 1,410.1 1,410.1 0.0 1,410.1 1 17 11 2 4 6 2 南郷通～国道１２号線 ・H29剪定
466-2 ギンカエデ 45 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 44 1 南郷通～国道１２号線・中央分離帯　Ｈ23剪定
466-3 ブルーカーペット 0 102 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 〃除草
466-4 エリカ・カナール 0 2,370 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 〃除草
466-5 アズキナシ 1 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1 交通島・H15植栽
466-6 ﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 3 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 3 交通島・H15植栽
466-7 ドウダンツツジ 0 59 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 28 78 交通島・H15植栽
466-8 ﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ 0 94 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 交通島・H15植栽
466-9 ビンカミノール 0 435 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 交通島・H15植栽
466-10 ｼﾗｶﾊﾞ 142 255.2 26.1 229.1 26.1 18 38 63 15 7 1 Ｈ22・Ｈ24・H30剪定 H29樹木診断
466-11 ﾔﾏﾓﾐｼﾞ 38 - - - - 38 樹種変更による補植 H29～
494-1 ﾆｾｱｶｼｱ 199 648.7 377.5 271.2 377.5 夏 13 36 82 58 9 1 もみじ橋～№3
494-2 ﾆｾｱｶｼｱ 136 3,488.9 3,488.9 0.0 2,853.5 夏 0 5 10 19 20 53 29 中央分離帯、ﾎﾞｹ(551m)
494-3 ﾓﾝﾀﾅﾏﾂ 0 239 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 中央分離帯
494-4 ﾎﾞ ｹ 0 159 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 〃
494-5 ｱｼﾞｻｲ 0 43 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 1564 〃
494-6 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 30 1,258.8 1,258.8 0.0 1,258.8 15 15 もみじ橋～№3、中央分離帯
494-7 ﾓﾝﾀﾅﾏﾂ 0 62 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 784 〃
494-8 ﾆｾｱｶｼｱ 88 413.8 309.6 104.2 309.6 夏 6 7 36 21 14 4 白石区界～№3(イヌエンジュ含む）
494-9 ﾆｾｱｶｼｱ 111 625 2,975.4 2,975.4 0.0 2,546.1 夏 1 6 7 14 13 44 26 白石区界～№3、中央分離帯
9257-1 ｱｶﾅﾗ 18 495.6 495.6 0.0 495.6 夏 7 8 3 夏剪定　Ｈ24剪定　H30剪定　
9257-2 ﾄﾁﾉｷ 4 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 4 Ｈ24剪定
9257-3 ｼﾗｶﾊﾞ 11 280.7 280.7 0.0 280.7 5 5 1
9258-1 ｼﾗｶﾊﾞ 0 376.7 376.7 0.0 376.7 H29伐採
9258-2 ｱｶﾅﾗ 16 260.0 260.0 0.0 260.0 夏 8 8 夏剪定　Ｈ24剪定　H30剪定 R5剪定
9258-3 ﾄﾁﾉｷ 1 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む  1 Ｈ24剪定
9271-1 ｱｶﾅﾗ 21 301.0 301.0 0.0 301.0 夏 14 5 2 6 夏剪定　Ｈ24剪定　H30剪定 R4剪定
9271-2 ｼﾗｶﾊﾞ 0 396.4 396.4 0.0 396.4 H30伐採
9322-1 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 10 160.0 160.0 0.0 160.0 10 夏剪定　Ｈ25剪定　Ｈ30剪定
9322-2 ﾙﾌﾞﾗﾑｶｴﾃﾞ 5 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む 5 夏剪定　Ｈ25剪定　Ｈ30剪定
9322-3 ﾆｵｲﾋﾊﾞ 1 245.0 245.0 0.0 245.0 1
956-1 ﾄﾁﾉｷ 16 41.3 35.5 5.8 35.5 6 8 1 1 Ｈ23・H29・R3剪定
956-2 ﾙﾌﾞﾗﾑｶｴﾃﾞ 15 120.2 120.2 0.0 120.2 4 11 Ｈ23・H29・R4剪定
957-1 ﾄﾁﾉｷ 54 174.6 168.8 5.8 168.8 8 31 14 1 Ｈ23・H29・R3剪定
957-2 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 0 10.8 10.8 0.0 10.8 夏 0 0 0 夏剪定
9588-1 ｲﾁｮｳ 40 160.8 0.0 160.8 0.0 1 2 36 1 南郷通～国274号線冬剪定　Ｈ23・H29・R2剪定
9588-2 ｲﾁｮｳ 25 54.4 0.0 54.4 0.0 1 2 8 7 6 1 南郷通～国12号線冬剪定　Ｈ23・H29・R2剪定
9588-3 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 25 48.4 0.0 48.4 0.0 14 4 6 1 上野幌　Ｈ23・H29剪定
9611-1 ﾊﾙﾆﾚ 107 4,067.1 4,067.1 0.0 4,067.1 101 6 分離帯
9611-2 ﾄﾁﾉｷ 38 1,016.4 1,016.4 0.0 1,016.4 34 4 Ｈ23・H29・R4剪定（秋・実除去含む）
964-1 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 47 204.8 192.3 12.5 192.3 夏 3 15 26 3 夏剪定
964-2 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 37 715.0 715.0 0.0 715.0 18 19 中央分離帯　Ｈ25剪定
36-1 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0 195.8 114.4 81.4 114.4 Ｈ25剪定 H29樹木診断　R6全伐採
37-2 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0 61.4 0.0 61.4 0.0 Ｈ22・Ｈ25・Ｈ28・R2剪定　　R6全伐採
156 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0 91.4 91.4 0.0 91.4 剪定H27 H31 R1 R6全伐採
479 ｲﾁｮｳ 0 R3全伐採
580 ｲﾁｮｳ 0 53.3 47.6 5.7 47.6 剪定H28 R1 R4　R6全伐採
583 ｲﾁｮｳ 0 82.8 0.0 82.8 0.0 剪定H28実施　Ｒ３　R5全伐採　桝有り
1463 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0 5.4 0.0 5.4 0.0 剪定Ｈ26・H29実施　R6全伐採
1742 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0 16.2 0.0 16.2 0.0 剪定Ｈ26・H29実施　R6全伐採
1772 ｲﾁｮｳ 0 91.0 91.0 0.0 91.0 剪定H28　R3実施　R5全伐採　桝有り
1996 ｲﾁｮｳ 0 剪定H27 H31 R1　Ｒ２全伐採　桝無
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2356 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0 125.1 0.0 125.1 0.0 剪定Ｈ26・H29実施　R5全伐採　桝有り
2402 ｴﾝｼﾞｭ 0 494.3 494.3 0.0 494.3 Ｈ23・H29・R4剪定　R6全伐採
2455 ｴﾝｼﾞｭ 0 45.5 45.5 0.0 45.5 剪定H27実施　H31剪定　R6全伐採
2548 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 67.5 67.5 0.0 67.5 剪定H28実施 R3全伐採　桝有
2592 ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0 55.0 55.0 0.0 55.0 剪定Ｈ26・H29実施　Ｒ２全伐採　桝有り
2952 (ｷﾞﾝﾖｳｶｴﾃﾞ) 0 5 54.2 0.0 54.2 0.0 H12引継 H30全伐採　桝有り

1137-1 （ナナカマド） 0 19.0 0.0 19.0 0.0 Ｈ24剪定 H29樹木伐採（桝有）H29樹木診断
1137-2 0 2.2 0.0 2.2 0.0 Ｈ24剪定 H29樹木伐採（桝有）H29樹木診断

①合計 4,317 4,297 55,692.0 47,493.0 8,203.9 47,918.8 0 912 1,255 1,455 412 179 71 33 0 0 25 60 223 80 0
年1回 76 199 248 158 94 32 7
年2回 0 0 0 0 0 0 0

路線 樹種名 高木 中低木植樹桝・帯 草刈 ﾔｺﾞ取り 備     考
番号 本数 本数 面積 草刈B 30 30 60 90 105 120 150 A B C D E F I

片付含 未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 針葉樹 H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0
桝花壇無 桝花壇有 60 90 105 120 150 H4m W0.8 W0.8 W0.3 W0.5 W0.8 W1.0
年3回 年0回 年3回 未満 未満 未満 未満 未満 未満 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

287 0 1062.5 687.1 375.4 687.1 0 19 43 118 79 23 5 0 0 0 0 0 0 2348 0
277 1,128 7723.1 7723.1 0.0 6658.4 0 16 26 17 33 33 97 55 路線番号494-2,494-6,494-9

20 54 135 112 0 0 0 路線番号494-2,494-9
0 0 0 0 33 97 55

剪定年１回（高所作業車）
南郷通中央分離帯
　剪定年１回
　剪定年１回（高所作業車）

南郷通アカシア並木管理作業（南地区特有作業）
植樹桝・帯清掃 街路樹剪定 樹木冬囲いタイプ別
植樹桝・帯清掃
拾い・掃き

※南郷通アカシア並木管理作業分を除く。
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厚別区公園及び街路樹総合維持管理業務（南地区）　数量集計表

街路樹標準作業集計①
草刈 ﾔｺﾞ取り
草刈B A B C D E F I
片付含 針葉樹 H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0

桝花壇無 桝花壇有 H4m W0.8 W0.8 W0.3 W0.5 W0.8 W1.0
年3回 年0回 年3回 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

①合計 47,493.0 8,203.9 47,918.8 0.0 0.0 0.0 25.0 60.0 223.0 80.0 0.0
②年間実施回数 3 0 3 - - - - - - - -
③年間実施数量（①×②） 142,479 0 143,756 0 0 0 25 60 223 0
④内訳書単位数量 1,000 1,000 100 1 1 1 1 1 1 1 1
（単位） m2 m2 m2 本 組 組 組 組 組 組 組
⑤内訳書計上数量（③÷④、丸め） 142.0 (左に合算) 1,430.0 0.0 0.0 0.0 25.0 60.0 223.0 80.0 0.0

街路樹標準作業集計②

30 30 60 90 105 120 150
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上

60 90 105 120 150
未満 未満 未満 未満 未満 未満

種別 年1 A B C D E F N
①合計 76 199 248 158 94 32 7
②年間実施回数 1 1 1 1 1 1 1
③年間実施数量（ 76 199 248 158 94 32 7
④内訳書単位数量 1 1 1 1 1 1 1
（単位） 本 本 本 本 本 本 本
⑤内訳書計上数量（③÷④、丸め） 76 199 248 158 94 32 7

種別 年2 G H I J K L N
①合計 0 0 0 0 0 0 0
②年間実施回数 2 2 2 2 2 2 2
③年間実施数量（①×②） 0 0 0 0 0 0 0
④内訳書単位数量 1 1 1 1 1 1 1
（単位） 本 本 本 本 本 本 本
⑤内訳書計上数量（③÷④、丸め） 0 0 0 0 0 0 0

植樹桝・帯清掃 樹木冬囲いタイプ別
植樹桝・帯清掃
拾い・掃き

街路樹剪定
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厚別区公園及び街路樹総合維持管理業務（南地区）　数量集計表

南地区特有作業集計①
（南郷通アカシア並木管理作業） 草刈 ﾔｺﾞ取り

草刈B A B C D E F I
片付含 針葉樹 H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0

桝花壇無 桝花壇有 H4m W0.8 W0.8 W0.3 W0.5 W0.8 W1.0
年3回 年0回 年3回 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

①合計 7,723.1 0.0 6,658.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,348.0 0.0
②年間実施回数 3 0 3 - - - - - - - -
③年間実施数量（①×②） 23,169 0 19,975 0 0 0 0 0 0 2,348 0
④内訳書単位数量 1,000 1,000 100 1 1 1 1 1 1 1 1
（単位） m2 m2 m2 本 組 組 組 組 組 組 組
⑤内訳書計上数量（③÷④、丸め） 23.1 (左に合算) 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,348.0 0.0

南地区特有作業集計②
（南郷通アカシア並木管理作業）

30 30 60 90 105 120 150
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上

60 90 105 120 150
未満 未満 未満 未満 未満 H=18m H=22m

種別 年1 A B C D E F G N O
①合計 20 54 135 112 33 97 55 100 85
②年間実施回数 1 1 1 1 1 1
③年間実施数量（ 20 54 135 112 100 85
④内訳書単位数量 1 1 1 1 1 1
（単位） 本 本 本 本 本 本
⑤内訳書計上数量（③÷④、丸め） 20 54 135 112 185

交通整理員算出
A：高木剪定C<60cm 3.8 路線延長 83 km
B：高木剪定C≧60cm 25.9 回数
C：高木剪定、高所作業車使用 19.2 設計延長
F：草刈、刈払機使用 60.6
合計(人） 109

185

街路樹巡視点検

12回
996km

植樹桝・帯清掃
拾い・掃き

街路樹剪定
高所作業
車使用

高所作業
車使用

高所作業車使用にて計上

植樹桝・帯清掃 樹木冬囲いタイプ別
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厚別区公園及び街路樹総合維持管理業務（南地区）　数量集計表

街路樹全作業集計①
草刈 ﾔｺﾞ取り
草刈B A B C D E F I
片付含 針葉樹 H1.2 H1.2 H0.6 H0.9 H1.2 H2.0

桝花壇無 桝花壇有 H4m W0.8 W0.8 W0.3 W0.5 W0.8 W1.0
年3回 年0回 年3回 根曲竹 晒竹 縄1回巻 縄2回巻 縄3回巻 ﾑｼﾛ2枚

①合計 55,216.1 8,203.9 54,577.2 0.0 0.0 0.0 25.0 60.0 223.0 2,428.0 0.0
②年間実施回数 3.0 0.0 3.0 - - - - - - - -
③年間実施数量（①×②） 165,648.0 0.0 163,731.0 0.0 0.0 0.0 25.0 60.0 223.0 2,348.0 0.0
④内訳書単位数量 1,000 1,000 100 1 1 1 1 1 1 1 1
（単位） m2 m2 m2 本 組 組 組 組 組 組 組
⑤内訳書計上数量（③÷④、丸め） 165.1 (左に合算) 1,629.0 0.0 0.0 0.0 25.0 60.0 223.0 2,428.0 0.0

街路樹全作業集計②
（南地区　剪定作業）

30 30 60 90 105 120 150
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上

60 90 105 120 150
未満 未満 未満 未満 未満 未満

種別 年1 A B C D E F G

街路樹　剪定作業集計 76 199 248 158 94 32 0 0 7 0

南郷通　ニセアカシア剪定作業集計 20 54 135 112 0 0 0 0 100 85

全剪定作業集計 96 253 383 270 94 32 0 0 107 85

M N O

植樹桝・帯清掃
拾い・掃き

街路樹剪定

H=12m H＝18m H=22m

植樹桝・帯清掃 樹木冬囲いタイプ別
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